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京都市介護保険条例の一部を改正する条例（令和２年３月３０日京都市条例第   号）

（保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課） 

  本市介護保険事業について，必要な措置を講じるため，次のとおり定めることとしま

した。 

 １ 次に掲げる者について，令和２年度の保険料率を次のとおり引き下げる必要がある

ため，次のとおり保険料率を定めます。 

対象者に係る保険料率の区分 
保    険    料    率 

改  正  前 改  正  後 

第    １    段    階 ２９，７００ ２３，７６０ 

第    ２    段    階 ４３，９５６ ３４，０５６ 

第    ３    段    階 ５７，４２０ ５５，４４０ 

 ２ その他規定を整備します。 

  この条例は，市規則で定める日から施行することとしました。ただし，第４条第１項

各号列記以外の部分の改正規定は公布の日から，附則第２項の規定は令和２年４月１日

から施行することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　ため，次のとおり保険料率を定めます。
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 京都市介護保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和２年３月３０日 

                    京都市長 門 川 大 作   

京都市条例第   号 

  京都市介護保険条例の一部を改正する条例 

京都市介護保険条例の一部を次のように改正する。 

第４条第１項各号列記以外の部分中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め，同条第

２項中「平成３１年度」を「令和２年度」に，「２９，７００円」を「２３，７６０円」に

改め，同条第３項中「平成３１年度」を「令和２年度」に，「４３，９５６円」を「３４，

０５６円」に改め，同条第４項中「平成３１年度」を「令和２年度」に，「５７，４２０円」

を「５５，４４０円」に改める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，市規則で定める日から施行する。ただし，第４条第１項各号列記以外の

部分の改正規定は公布の日から，次項の規定は令和２年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の京都市介護保険条例（以下「改正後の条例」という。）第４条

第２項から第４項までの規定による保険料の額の通知その他保険料を徴収するために

必要な準備行為は，この条例の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ 改正後の条例の規定は，令和２年度分の保険料について適用し，平成３１年度分まで

の保険料については，なお従前の例による。 

  （保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課） 

　　　京都市長 門 川 大 作
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